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○鹿屋市工事成績評定通知実施要領 

平成25年４月１日制定 

改正 

平成28年３月８日 

令和４年８月１日 

鹿屋市工事成績評定通知実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、鹿屋市工事成績評定要領（平成25年４月１日制定。以下「評定要領」という。）

第７条の規定に基づき、本市が発注する請負工事（以下「工事」という。）の成績評定（以下「評

定」という。）の請負者への通知について必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 評定の通知を行う工事は、評定要領第２条に規定する工事とする。 

（評定の通知） 

第３条 評定の通知は、工事成績通知書（別記第１号様式）により行うものとする。 

（評定の修正） 

第４条 市長は、評定点を修正すべきと認められる場合は、評定点を修正し、その結果を当該工事

の請負者に通知するものとする。 

２ 前項の評定点を修正すべきと認められる場合とは、引渡後、契約不適合を理由とした履行の追

完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除が可能な期間中に事故等により契

約不適合が判明した場合等とする。 

（説明請求） 

第５条 第３条の規定により評定結果の通知を受けた当該請負者は、通知を受けた日から14日以内

に、工事成績評定結果に関する説明請求書（別記第２号様式）により、評定についての説明を求

めることができる。 

（説明請求に対する回答） 

第６条 市長は、評定の通知を受けた当該請負者から前条の規定による評定の説明を求められたと

きは、鹿屋市工事成績評定評価委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その意見を求める

とともに、工事成績評定に係る説明書（回答）（別記第３号様式）により速やかに当該請負者に

回答するものとする。 

２ 委員会の設置及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

この要領は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月８日） 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年８月１日） 

この要領は、令和４年８月１日から施行する。 
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別記 

第１号様式（第３条関係） 



4/6 

 



5/6 

第２号様式（第５条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 

 


